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1補償の概要
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

死
亡

保
険
金（
◎
）

後
遺
障
害

保
険
金（
◎
）

入
院
保
険
金（
◎
）

手
術
保
険
金（
◎
）

通
院
保
険
金（
◎
）

急激かつ偶然な外来の事故（※1）により
ケガ（※2）をされ、事故の日からその日を含め
て180日以内に死亡された場合

急激かつ偶然な外来の事故（※1）によりケガ
（※2）をされ、事故の日からその日を含めて
180日以内に身体に後遺障害が生じた場合

急激かつ偶然な外来の事故（※1）によりケガ
（※2）をされ、上記の入院保険金をお支払い
する場合において、その治療のため、事故の
日からその日を含めて180日以内に病院また
は診療所において所定の手術を受けられた
場合

急激かつ偶然な外来の事故（※1）によりケガ
（※2）をされ、平常の業務に従事することまた
は平常の生活ができなくなり、かつ、事故の日
からその日を含めて180日以内に入院された
場合

急激かつ偶然な外来の事故（※1）によりケガ
（※2）をされ、平常の業務に従事することまた
は平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の日
からその日を含めて180日以内に通院（往診
を含みます。）された場合

死亡・後遺障害保険金額の全額 
（注）すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、

死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金
額を差し引いた額をお支払いします。

後遺障害の程度に応じて、 
死亡・後遺障害保険金額の3%～100％ 
（注）保険期間（保険のご契約期間）を通じ合算して

死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

手術の種類に応じて、 
入院保険金日額×倍率（１０倍・２０倍・４０倍） 
（注1） 1事故によるケガに対して2以上の手術を受

けた場合は、そのうち最も高い倍率を乗じた額
をお支払いします。

（注2） 1事故によるケガについて、1回の手術に限り
ます。

入院保険金日額×入院日数
<180日限度> 
（注1） 事故の日からその日を含めて180日以内の入

院に限ります。 
（注2） 入院保険金が支払われる期間中に別の事故

によりケガをされても、入院保険金は重複して
はお支払いできません。

通院保険金日額×通院日数 
＜90日限度＞ 
（注1） 平常の業務に従事することまたは平常の生活

に支障がない程度に治ったとき以降の通院に
対しては、保険金はお支払いできません。

（注2） 通院保険金が支払われる期間中に別の事故
によりケガをされても、通院保険金は重複しては
お支払いできません。

●被保険者（※3）や保険金受取人の
故意または重大な過失によるケガ 
●保険契約者の故意または重大な過
失によるケガ （個人用の場合）
●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによ
るケガ 
●無資格運転、酒酔運転、麻薬等を使
用しての運転中に生じた事故による
ケガ 
●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ 
●妊娠、出産、流産、外科的手術などの
医療処置によるケガ 

●地震もしくは噴火またはこれらによる津
波によるケガ 
●戦争、内乱、暴動などによるケガ（※4）
●ピッケルなどの登山用具を使用する
山岳登はん、ロッククライミング、フリ
ークライミング、リュージュ、ボブスレ
ー、航空機操縦（ただし、職務として
操縦する場合を除きます。）、ハンググ
ライダー搭乗などの危険な運動中の
ケガ
●自動車・オートバイ・モーターボート等
の乗用具による競技等を行っている
間のケガ 
●むちうち症、腰痛その他の症状を訴え
ている場合であっても、それを裏付け
るに足りる医学的他覚所見（※5）の
ないもの

など

被保険者（※3）の居住の用に供される保険
証券記載の住宅外で被保険者が携行する
被保険者所有の身の回り品が偶然な事故
により損害を被った場合
（注）次の物は保険の対象となりませんので

ご注意ください。
有価証券、預貯金証書、クレジットカー
ド、印紙、切手、稿本、設計書、義歯、コ
ンタクトレンズ、眼鏡、自動車、自転車、
携帯電話、ノート型パソコン、動・植物

など

被害物の時価を基準に算定した損害額および損害
の防止に要した費用などから1回の事故につき
3,000円（自己負担額）を差し引いた額を携行品損害
保険金額を限度にお支払いします。ただし、損害額は
携行品1個（1組または1対）につき10万円、現金・乗
車券等については合計して5万円を限度とします。
（注1） 複数回お支払い事由が発生した場合でも、保

険期間（保険のご契約期間）を通じて携行品
損害保険金額が限度となります。

（注2） 他の保険契約等がある場合でそれぞれの支
払責任額の合計額が損害額を超えるときは、
（※6）に掲げる額のいずれかを保険金として
お支払いします。

●保険契約者、被保険者（※3）の故意
または重大な過失による損害
●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによ
る損害
●無資格運転、酒酔運転、麻薬等を使用
しての運転中に生じた事故による損害
●地震もしくは噴火またはこれらによる津
波による損害

●戦争、内乱、暴動などによる損害（※4）
●携行品の置き忘れ、紛失
●自然の消耗、かび、変色
●擦り傷、塗料のはがれ等単なる外観の
損傷

など

次の偶然な事故により、他人にケガをさせた
り、他人の物を壊して損害を与え、法律上の
損害賠償責任を負担することによって損害
を被った場合 
○被保険者本人が居住する保険証券記載
の住宅の所有、使用または管理に起因する
偶然な事故
○被保険者（※3）の日常生活に起因する
偶然な事故

損害賠償金ならびに訴訟費用、損害の防止に要し
た費用および緊急措置に要した費用等の合計額 
（注1） 損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任

保険金額が限度となります。 
（注2） 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとす

るときは、あらかじめ共栄火災にご相談ください。 
（注3） 他の保険契約等がある場合でそれぞれの支

払責任額の合計額が損害額を超えるときは、
（※6）に掲げる額のいずれかを保険金として
お支払いします。

（注4） 訴訟費用等は損害賠償金が保険金額を上回
る場合には保険金額の損害賠償金に対する
割合によってお支払いします。

●保険契約者、被保険者（※3）の故意
による損害賠償責任 
●地震もしくは噴火またはこれらによる津
波による損害賠償責任 

●戦争、内乱、暴動などによる損害賠償責
任（※4）
●職務遂行に関する損害賠償責任（仕
事上の損害賠償責任） 

●被保険者と同居する親族に対する損
害賠償責任 
●他人からの預かり物の損害に対する損
害賠償責任 

●心神喪失中の損害賠償責任 
●自動車等の所有、使用または管理に
起因する損害賠償責任

など



2補償の概要

負担された費用のうち、社会通念上妥当
な部分で、かつ、左記（1）～（3）のいずれ
かと同等のその他の事由に対して通常負
担する費用相当額を救援者費用等保険
金額を限度にお支払いします。
（注1） 複数回お支払い事由が発生した

場合でも、保険期間（保険のご契
約期間）を通じて救援者費用等保
険金額が限度となります。

（注2） 他の保険契約等がある場合でそれ
ぞれの支払責任額の合計額が負
担された費用を超えるときは、（※
6）に掲げる額のいずれかを保険金
としてお支払いします。

●保険契約者、被保険者（※3）、保険金受
取人の故意または重大な過失による費用

●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによる費用
●無資格運転、酒酔運転、麻薬等を使用し
ての運転中に生じた事故による費用
●脳疾患、疾病、心神喪失による費用
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波
●戦争、内乱、暴動などによる費用（※4）
●むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている
場合であっても、それを裏付けるに足りる医
学的他覚所見（※5）のないもの
●ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登は
ん、ロッククライミング、フリークライミング、リュ
ージュ、ボブスレー、航空機操縦（ただし、職務
として操縦する場合を除きます。）、ハンググラ
イダー搭乗などの危険な運動中のケガ　など

借
家
人
賠
償
責
任
保
険
金

●保険契約者、被保険者（※3）の故意によ
る損害賠償責任
●心神喪失による損害賠償責任
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波に
よる損害賠償責任
●戦争、内乱、暴動などによる損害賠償責任
（※4）
●貸主との約定に基づき加重された損害賠
償責任

●借用戸室の改築・取り壊し等の工事による
損害賠償責任　　　　　　　　　　など

1回の事故につき、借家人賠償責任保険金
額を限度として、損害賠償金をお支払いしま
す。また、訴訟費用、損害の防止に要した費
用等もお支払いします。
（注1）損害賠償責任の全部または一部を

承認しようとするときは、あらかじめ共
栄火災にご相談ください。

（注2）他の保険契約等がある場合でそれ
ぞれの支払責任額の合計額が損
害額を超えるときは、（※6）に掲げ
る額のいずれかを保険金としてお
支払いします。

修
理
費
用
保
険
金

1回の事故につき、修理費用から自己負担
額（1事故3,000円）を差し引いた額を修理
費用保険金額を限度にお支払いします。
（注）他の保険契約等がある場合でそれぞ

れの支払責任額の合計額が負担さ
れた費用を超えるときは、（※6）に掲
げる額のいずれかを保険金としてお
支払いします。

●保険契約者、被保険者（※3）、貸主の故意
または重大な過失による修理費用
●保険契約者、被保険者、貸主が所有または運
転する車両またはその積載物の衝突、接触に
よる修理費用
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波に
よる修理費用
●戦争、内乱、暴動などによる修理費用（※4）

など

救
援
者
費
用
等
保
険
金

キ
ャ
ン
セ
ル
費
用
保
険
金

1回のキャンセル事由につき、キャンセル費
用の額から自己負担額（1,000円または当
該キャンセル費用の20％に相当する額の
いずれか高い額）を差し引いた額をキャンセ
ル費用保険金額を限度にお支払いします。
（注1） 複数回お支払い事由が発生した場

合でも、保険期間（保険のご契約期
間）を通じてキャンセル費用保険金
額が限度となります。

（注2） 他の保険契約等がある場合でそれぞ
れの支払責任額の合計額が負担さ
れた費用を超えるときは、（※6）に掲
げる額のいずれかを保険金としてお
支払いします。

（注3） 被保険者（※3）がキャンセル費用を負担
する場合において、被保険者に同行する
被保険者の配偶者がサービスの提供を
受けられなくなって負担したキャンセル費
用についてお支払いの対象に含めます。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

日本国内において被保険者（※３）が借用または使用
する保険証券記載の戸室に、次の事故などで損害が生
じたことにより、被保険者がその貸主との契約に基づ
き、自己の費用で現実にこれを修理した場合
（1）火災、落雷、破裂、爆発
（2）外部からの物体の落下、飛来、衝突　など
（3）騒じょう、労働争議
（4）給排水設備に生じた事故に伴う漏水、水濡れ など
（5）台風、暴風雨、なだれ、豪雪　など
（6）盗難
（注1）被保険者が貸主に対して、法律上の賠

償責任を負担する場合を除きます。
（注2）次の物の修理費用は保険の対象となりま

せんのでご注意ください。
壁、柱、床および屋根等の主要構造部なら
びに玄関、廊下、門、塀、便所および浴室
など借用住宅居住者の共同利用に供せら
れるもの     など

（注3）単身赴任先や下宿先などの別居者の借用戸室
の修理費用は保険金支払の対象となりません。

被保険者（※３）が次のいずれかに該当したこ
とにより、保険契約者、被保険者または被保
険者の親族が費用（捜索救助費用、交通費、
宿泊費、移送費用等）を負担した場合
（1）被保険者が搭乗している航空機・船舶

が行方不明になった場合または遭難した
場合

（2）急激かつ偶然な外来の事故により、緊急
な捜索・救助活動を要する状態となったこ
とが警察等の公的機関により確認された
場合

（3）被保険者の居住の用に供される保険証
券記載の住宅外でケガ（※2）をされ、事
故の日からその日を含めて180日以内に
死亡された場合または継続して14日以上
入院された場合

日本国内において被保険者（※３）が借用また
は使用する保険証券記載の戸室を、次の事故
で損壊したことにより、貸主に対して法律上の損
害賠償責任を負担することによって損害を被っ
た場合
（1）火災
（2）破裂または爆発
（注）単身赴任先や下宿先などの別居者の借

用戸室の貸主に対する賠償責任は保険
金支払の対象となりません。

被保険者（※３）、被保険者の配偶者また
は被保険者の1親等内の親族が死亡また
は入院したこと（以下「キャンセル事由」と
いいます。）により、被保険者が予約してい
た特定のサービス（旅行契約に基づくサー
ビス、旅館・ホテル等の宿泊施設の提供な
ど）を受けられなくなりキャンセル費用を負
担した場合
（注）キャンセル費用とは、特定のサービスの

全部または一部の提供を受けられなく
なった場合に取消料・違約料等として、
当該サービスに係る契約に基づき、払
戻しを受けられない費用または支払を
要する費用をいいます。

●保険契約者、被保険者（※3）の故意また
は重大な過失による費用
●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによる費用
●無資格運転、酒酔運転、麻薬等を使用し
ての運転中に生じた事故による費用
●妊娠・出産・早産・流産による入院
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波に
よる費用
●戦争、内乱、暴動などによる費用（※4）
●むちうち症、腰痛その他の症状を訴えてい
る場合であっても、それを裏付けるに足りる
医学的他覚所見（※5）のないもの
●被保険者の職務遂行に関係するサービス
●予約した日および提供を受ける日が明確で
ないサービス

など
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日本国内において被保険者（※3）の居住の
用に供される住宅内に所在する生活用動産
が偶然な事故により損害を被った場合
（注1） 被保険者または被保険者と生計を共

にする親族が所有する物で、かつ、住
宅内に所在する間に限ります。

（注2） 次の物は保険の対象となりませんの
でご注意ください。
有価証券、預貯金証書、クレジットカ
ード、印紙、切手、稿本、設計書、義
歯、コンタクトレンズ、眼鏡、自動車、自
転車、携帯電話、ノート型パソコン、
動・植物

など

被害物の時価を基準に算定した損害額から、
1回の事故につき3,000円（自己負担額）を
差し引いた額を住宅内生活用動産保険金額
を限度にお支払いします。ただし、損害額は貴
金属・美術品等については1個（1組または1
対）につき30万円、現金・乗車券等について
は合計して5万円を限度とします。
（注1）損害を受けたために臨時に生じた費

用、残存物取片づけ費用（取り壊し
費用など）および失火見舞費用保険
金も一定額お支払いできる場合があ
ります。

（注2）複数回お支払い事由が発生した場合
でも、保険期間（保険のご契約期間）
を通じて住宅内生活用動産保険金額
が限度となります。

（注3）他の保険契約等がある場合でそれぞれの
支払責任額の合計額が損害額を超える
ときは、（※6）に掲げる額のいずれかを保険
金としてお支払いします。

●保険契約者、被保険者（※3）の故意または
重大な過失による損害

●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによる損害
●無資格運転、酒酔運転、麻薬等を使用して
の運転中に生じた事故による損害

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による
損害

●戦争、内乱、暴動などによる損害（※4）
●置き忘れ、紛失
●自然の消耗、かび、変色
●擦り傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷
●楽器の弦（ピアノ線を含む）の切断

など

被保険者（保険の補償を受けられる方、アマ
チュアゴルファーに限ります。）（※3）がゴル
フ場での競技中にホールインワンまたはアル
バトロスを行った場合に慣習として次の費用
を負担したとき
（1）贈呈用記念品購入費用
（2）祝賀会費用
（3）ゴルフ場に対する記念植樹費用
（4）同伴キャディに対する祝儀
（5）その他慣習として負担することが適当で

あると認められる費用（ホールインワン・ア
ルバトロス費用保険金額の10％に相当
する額を限度とします。）

（注） 日本国内に所在する9ホール以上を有す
るコースで、1名以上の同伴競技者と
パー35以上の9ホールを正規にラウンド
した場合に限ります。

被保険者（※3）が日本国内において受託し
た財物（以下「受託品」といいます。）が次に
掲げる間（国内、海外を問いません。）に損
壊、紛失、盗取されたことにより、受託品の所
有者に対して法律上の損害賠償責任を負
担することによって損害を被った場合
（1） 受託品が被保険者の居住の用に供され

る住宅内に保管されている間
（2） 受託品が、被保険者によって日常生活

上の必要に応じて一時的に住宅外で管
理されている間

（注） 次の物は受託品には含まれませんので
ご注意ください。
通貨、有価証券、貴金属、美術品、自
動車、原動機付自転車、船舶、航空
機、山岳登はんなどの危険な運動を行
っている間の当該運動等のための用
具、動・植物、建物（付属設備および付
属建物を含む）、公序良俗に反する物

など

1回のホールインワンまたはアルバトロスにつ
き、ホールインワン・アルバトロス費用保険金
額を限度として、左記の費用に対して保険金
をお支払いします。
（注）他の保険契約等がある場合は、次の

①・②に掲げる額のいずれかを保険金
としてお支払いします。
①他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われていない場合、こ
の保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共
済金が支払われた場合、次の算式に
よって算出した額。ただし、この保険
契約の支払責任額を限度とします。

被害受託品について正当な権利を有する者
に対して支払うべき損害賠償金から1回の事
故につき5,000円（自己負担額）を差し引い
た額を受託品賠償責任保険金額を限度に
お支払いします。また、訴訟費用、損害の防
止に要した費用等もお支払いします。
（注1）損害賠償金については、保険期間（保

険のご契約期間）を通じて受託品賠償
責任保険金額が限度となります。

（注2）損害賠償金は、被害受託品の時価を
超えないものとします。

（注3）損害賠償責任の全部または一部を承
認しようとするときは、あらかじめ共栄
火災にご相談ください。

（注4）他の保険契約等がある場合でそれ
ぞれの支払責任額の合計額が損害
額を超えるときは、（※6）に掲げる額
のいずれかを保険金としてお支払い
します。

●被保険者（※3）が経営しているゴルフ場で
行ったホールインワンまたはアルバトロス
●被保険者が使用されているゴルフ場で行っ
たホールインワンまたはアルバトロス
●海外のゴルフ場で行ったホールインワンまた
はアルバトロス

など

●保険契約者、被保険者（※3）の故意によ
る損害
●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによる損害
●無資格運転、酒酔運転、麻薬等を使用して
の運転中に生じた事故による損害

●被保険者に引き渡される以前から受託品に
存在した欠陥

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波に
よる損害
●戦争、内乱、暴動などによる損害（※4）
●差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共
団体の公権力の行使による損害

●受託品に生じた自然発火または自然爆発
●偶然な外来の事故に直接起因しない受託品
の電気的事故または機械的事故

●自然の消耗、かび、変色
●ねずみ食い、虫食い
●雨、雪またはひょうによる損壊
● 職務遂行に直接起因する損害賠償責任
　（仕事上の損害賠償責任）
●心神喪失中の損害賠償責任
●貸主との約定に基づき加重された賠償責任

など

3補償の概要

（注） 原則としてキャディを同伴していない「セル
フプレー中」に達成したホールインワンま
たはアルバトロスは保険金支払の対象と
なりません。
セルフプレーでキャディを同伴していない場
合は、ゴルフ場の使用人や全くの第三者で
ある先行または後続のパーティー全員が目
撃し、署名または記名・押印した証明書が得
られる場合等に限って保険金支払の対象と
なります。（詳しくは、次ページの「ホールイン
ワンまたはアルバトロスを達成された際には
次の書類が必要です。」をご参照ください。）

＝ －

保
険
金
の
額

支払責任額
が最も高い保
険契約または
共済契約の
支払責任額

他の保険契
約等から支払
われた保険金
または共済金
の合計額
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■代理店は保険会社との委託契約に基づいて、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理等の代理業務を行っています。
したがって、代理店と締結して有効に成立した契約については、保険会社と直接契約されたものとなります。
■保険料をお支払いの際は、共栄火災所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。

お問い合わせ先

本社／〒105-8604  東京都港区新橋1-18-6  TEL：（03）3504-0131（代）
ホームページ　http://www.kyoeikasai.co.jp

1． 「就業外傷害倍額支払補償対象外特約」を付帯しない場合は、被保険者（保
険の補償を受けられる方）が職業または職務に従事していない間にケガをされ
たときは、補償の概要①の◎印を付した保険金につきまして2倍にしてお支払
いすることができます。

2． 受託品賠償責任補償特約に代えて、レンタル用品賠償責任補償条項によ
り、保険の対象を日本国内で賃借した賃借期間が6か月以内のレンタル用品
に限定することもできます。

3． 夫婦特約を付帯することにより、傷害、携行品損害、キャンセル費用、救援者
費用等および住宅内生活用動産について、被保険者の範囲をご本人および
配偶者に限定します。（安心生活総合補償特約付帯家族傷害保険のみ）

この保険に付帯する特約について

①告知義務（ご契約時に保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務）
保険契約者には、保険契約の締結に際し、共栄火災が重要な事項として告知を
求めた事項（以下「告知事項」といいます。）にご回答いただく義務（告知義務）が
あります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除さ
せていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保
険金をお支払いできないことがあります。
この保険では申込書等に★印が付された項目が告知事項となりますので、ご注意
ください。
②死亡保険金受取人の指定
　死亡保険金は原則として被保険者の法定相続人にお支払いします。この契
約に死亡保険金受取人を指定する場合は必ず被保険者の同意を得てくださ
い。同意のない場合、ご契約が無効となります。
③傷害保険金額設定についてのご注意
以下のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額
は、他にご契約いただいている同種の保険契約（注）と合算して1,000万円ま
でとなります。
（1）保険始期日時点で被保険者（保険の補償を受けられる方）の年齢が満

15歳未満の場合

（2）被保険者の同意がない場合
なお、家族用・夫婦用の場合、配偶者およびその他の親族のご契約いた
だける死亡・後遺障害保険金額は上記にかかわらず他にご契約いただい
ている同種の保険契約（注）と合算して1,000万円までとなります。

（注）同種の保険契約とは、普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保
険・ファミリー交通傷害保険・積立家族傷害保険・積立ファミリー交通傷
害保険などの、身体のケガを補償する損害保険契約・生命保険契約・共
済契約・特約をいいます。

④保険契約の無効
　上記②の他、保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に
保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、ご契約
は無効となります。 
⑤保険料領収前に生じた事故
　保険料の払込みに関する特約などの特定の特約を付帯したご契約を除き、
保険期間（保険のご契約期間）が始まった後でも保険料を領収する前に生
じた事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

ご契約の際のご注意

①通知義務（ご契約後に契約内容に変更が生じた場合に保険会社に連絡し
ていただく義務）
保険契約者には、保険契約の締結後に、告知事項のうち一部の事項に変更
が生じた場合に遅滞なくご通知いただく義務（通知義務）があります。ご通知
がない場合には、変更後に生じた事故によるケガについては、保険金が削減
されることがあります。
この保険では申込書等に☆印が付された項目がご通知いただく事項（通知事
項）となりますので、ご注意ください。

②死亡保険金受取人の変更
ご契約後、死亡保険金受取人を変更（新たに指定する場合を含みます。）す
る場合は、取扱代理店または共栄火災までご連絡願います。この場合は、必
ず被保険者の同意が必要です。

ご契約後のご注意

代理請求制度について　～ご家族の方にも保険の加入内容についてお知らせください～

■このパンフレットは「安心生活総合補償特約」を付帯した「普通傷害保険」および「家族傷害保険」の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「重要事項
説明書」・「ご契約のしおり」をご覧ください。なお、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災にお問い合わせください。

この保険では、被保険者（保険の補償を受けられる方）が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合
に代理請求制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により共栄火災に申請いただき、共栄火災の承認を得ることで、被保険
者の代理請求人として保険金を請求することができます。
万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および加入している保険の概要（保険会社名、お支払いする保険金の種類など）をお知らせいただきま
すようお願いします。

商品内容・契約内容に関するお問い合わせは
商品内容・契約内容に関するお問い合わせ、各種お手続き・保険料のお見積りは、下記「お問い合わせ先」記載の取扱代理店または共栄火災までご連絡ください。

保険に関する苦情・ご相談は

もしも事故が起こったら・・・

共栄火災への苦情（ご相談等）はお客様相談室にご連絡ください。　０１２０－７１９－２５０（無料）／受付時間：平日の午前９：００～午後６：００

共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛
争解決機関である（社）日本損害保険協会と手続実施基本契約を
締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、
（社）日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

（社）日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター
０５７０－０２２－８０８（ナビダイヤル － 通話料有料）／受付時間：平日の午前9：15～午後5：00
詳しくは、（社）日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
（http://www.sonpo.or.jp/）

すみやかに取扱代理店もしくは下記までご連絡ください。
２４時間事故受付サービス「あんしんほっとライン」０１２０－０４４－０７７（無料）

なお、ご通知が遅れますと保険金を削減して支払う場合がありますのでご注意ください。
賠償事故の際に、共栄火災が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はあ
りませんが、示談金額を決定する場合には必ず事前に共栄火災にご連絡ください。



【家族用（安心生活総合補償特約付帯家族傷害保険）の場合】
被保険者の範囲 ご本人＊1 その他のご親族＊2配偶者

借家人賠償責任、修理費用、ホールインワン・アルバトロス費用
上記以外

○
○

－
○

－
○

＊1保険証券記載の被保険者本人の方をいいます。なお、借家人賠償責任または修理費用では借用戸室の賃借名義人が被保険者本人以外の場合は、
その賃借名義人を含みます。

＊2 ご本人または配偶者と生計を共にする「同居の親族および別居の未婚の子」をいいます。未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。

【個人用（安心生活総合補償特約付帯普通傷害保険）の場合】
被保険者の範囲 ご本人＊1 その他のご親族＊2配偶者

下記以外
個人賠償責任、受託品賠償責任

○
○

－
○

－
○

＊1保険証券記載の被保険者本人の方をいいます。なお、借家人賠償責任または修理費用では借用戸室の賃借名義人が被保険者本人以外の場合は、その賃
借名義人を含みます。

＊2 ご本人または配偶者と生計を共にする「同居の親族および別居の未婚の子」をいいます。未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。

＊1保険証券記載の被保険者本人の方をいいます。なお、借家人賠償責任または修理費用では借用戸室の賃借名義人が被保険者本人以外の場合は、
その賃借名義人を含みます。

＊2 ご本人または配偶者と生計を共にする「同居の親族および別居の未婚の子」をいいます。未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。

【夫婦用（安心生活総合補償特約および夫婦特約付帯家族傷害保険）の場合】
被保険者の範囲 ご本人＊1 その他のご親族＊2配偶者

借家人賠償責任、修理費用、ホールインワン・アルバトロス費用

傷害、携行品損害、キャンセル費用、救援者費用等、住宅内生活用動産

個人賠償責任、受託品賠償責任

○
○

－
○

－
－

○ ○ ○

（※2）「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性の食中毒は含みません。
（※3）被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲は下表のとおりです。なお、ご本人とご本人以外の方との続柄は、保険金支払の原因となった事故発生時にお

けるものをいいます。

（※4）条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為による場合は補償の対象となります。
（※5）医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
（※6）●他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額

●他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害額（負担された費用）から他の保険契約等から支払われた金額を差し引いた額をお支払
いします。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。

（※1）急激かつ偶然な外来の事故とは・・・下記3項目を全て満たす場合をいいます。
○急激性＝突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
○偶然性＝事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
○外来性＝身体の外部からの作用によるもの
＜上記3項目に該当しないケガの例＞日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折・骨粗しょう症による骨折、腱鞘
炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労・筋肉痛（反復性の原因によるケガ）、疾病などは「急激かつ偶然な外来の事故によるケガ」に
該当しないため、保険金支払の対象となりません。

4補償の概要

ホールインワンまたはアルバトロスを達成された際には次の書類が必要です。
（１）次の方すべてが署名または記名・押印したホールインワンまたはアルバトロス証明書

①同伴競技者（ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合を除きます。）
②ゴルフ場の責任者
③被保険者（保険の補償を受けられる方）のゴルフ競技の補助者として使用したゴルフ場所属のキャディ
※ただし、次の（Ａ）～（C）のいずれかをご提出いただける場合はキャディによる証明は必要ありません。
（Ａ）当該ゴルフ場の使用人で被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した方１名以上が署名または記名・押印したホー

ルインワンまたはアルバトロス証明書
（Ｂ）被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に、被保険者が参加している間に達成したホールインワンまたはアルバ

トロスを目撃した当該公式競技の参加者または競技委員１名以上が、署名または記名・押印したホールインワンまたはアルバトロス証明書
（Ｃ）被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが確認できるビデオ映像等、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの

達成を客観的に立証することができることを共栄火災が認めた資料（注）
（注）以下のようなケースをいいます。

（２）費用の支払いを証明する領収書
（３）同伴競技者のアテスト済みのスコアカード
（４）その他共栄火災が必要とする資料

○ゴルフ場のショートホールで開催しているイベント（「ワンオンチャレンジ」等の企画）などで、イベント会社の社員が目撃しており、署名または
記名・押印した証明書が得られる場合
※証明書必要記載事項：イベント名称、主催者またはイベント会社名称・住所・連絡先、目撃者（主催者またはイベント会社社員）氏名
○全くの第三者である前または後ろの組のプレーヤー全員がホールインワンまたはアルバトロスを目撃しており、署名または記名・押印した証明書が得られる場合
※証明書必要記載事項：目撃した時の状況、目撃者全員の氏名・住所・連絡先




